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           資本・業務提携に関するお知らせ 
 
当社は平成 15 年 9 月 22 日開催の取締役会において、株式会社システム･テクノロジー･アイと下記内容で経

済産業省の定める「ITスキル標準（ITSS）」に基づくスキル診断および ITエンジニアのスキルアップ支援に

おける資本・業務提携に関して決議いたしましたので、お知らせします。 
 
 

記 
 
1． 業務提携の趣旨 
 
  当社の主幹業務である「求人転職情報サービス」は、企業と求職者との最適なマッチングを図ることにあ

ります。なかでも、求人ニーズの高い IT関連企業と ITエンジニアのマッチングは、「求人転職情報サー

ビス」運営において重要課題となっております。当社の 57 万人を超える会員ユーザでも、約 11 万人が

IT エンジニアの登録者となっております。しかしながら、特に高度なスキルを備えた IT エンジニアは、

企業の採用ニーズに対して不足しております。同時に、企業・エンジニア双方に共通したスキル評価軸の

不整備もマッチングを難しくしております。 
 
このような状況で、IT エンジニア・企業の双方に共通のスキル診断サービスを提供することによって、

エンジニアのニーズを捉え、会員の増加に繋げることができます。また、企業側は、IT エンジニアのス

キルを客観的に評価でき、より希望に近い採用を実現することが期待できます。 
 
そこで当社は、ITエンジニアの会員増加と、ITエンジニア・企業双方へのサービス強化を目的に、株式

会社システム・テクノロジー・アイと、資本・業務提携を行うことにいたしました。 
 
2． 資本・業務提携の内容 
 

(1) 当社は株式会社システム･テクノロジー･アイの実施する第三者割当増資（平成15年10月9日予

定）における新株式400株の引受を通じて、株式会社システム・テクノロジー･アイの発行済株式

の5.9％を取得する。 
 
(2) 当社の運営するサイト上において、株式会社システム・テクノロジー・アイが開発した「iStudy 

Skills for ITSS」を ITエンジニアユーザーに対して提供し、株式会社システム･テクノロジー･ア

イに、ITSSに基づいたスキル診断を委託する。 
 

(3) 今後の協業展開については順次協議の上取り決めることとする。 
 
3． 資本・業務提携先の概要 

(1) 社名          株式会社 システム･テクノロジー･アイ 
   (2) 本社所在地       東京都中央区銀座三丁目9番１9号 
   (3) 代表者         松岡 秀紀 
   (4) 設立年月日       平成9年6月12日 
   (5) 資本金         316,230千円 
   (6) 売上高         1,133,646千円（平成15年6月期） 
   (7) 経常利益        28,113千円（同） 
   (8) 当期純利益       14,857千円（同） 
   (9) 従業員数        33名（平成15年6月期末時点） 



 
4． 提携の日程 
    平成15年9月22日    資本・業務提携に関する確約書承認取締役会 
                  新株引き受け契約書承認取締役会 
    平成15年10月 6日       申込開始 
    平成15年10月 7日    申込期日 
    平成15年10月 8日    払込期日 
    平成15年11月25日     サービス提供開始 
 
5． 今後の見通し 
   今回の業務提携によるサービス提供開始は平成 15 年 11 月 25 日を予定しており、IT ユーザーの新規

獲得とクライアントへの波及効果が本格寄与するのは平成 15 年 12 月期以降となることから、提携が当

社の平成15年12月期業績に与える影響は軽微なものと考えられます。 
   平成16年1月以降の見通しについては、判明次第開示いたします。 
 
                                              以上 


